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令和２年度支障除去等に対する支援に関する検討会 

設置要綱 

 

１．設置の趣旨 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）の平成

９年改正により、平成 10 年６月 17 日以降に発生した不法投棄事案や不適正処

理事案を対象に、原因者等が原状回復等の措置を取らずにやむを得ず都道府県

等が支障除去等を行う場合、廃棄物処理法第 13 条の 15 に基づき産業廃棄物適

正処理推進センターに置かれた基金（以下、「基金」という。）から支障除去等に

必要な費用を支援する規定が創設された。本基金への出えんについては、平成 27

年度に開催された「支障除去等に対する支援に関する検討会」において、産業界

の負担について、産業廃棄物に関わる者に広く薄く協力を求めるとの考え方が

示され、これを受け、マニフェスト頒布団体等が基金に出えんする方式を採用し

ている。なお、当該検討会において「マニフェスト頒布団体等に対する今回の協

力依頼は、今後５年間についてのものとし、その後の協力依頼については、定期

的な点検・評価の結果を踏まえ、改めてマニフェスト頒布団体等と協議する」も

のとされていることから、５年目にあたる本年度に当該点検・評価を行うため、

本検討会を設置する。 

 

２．委員構成 

 別紙のとおり。 

 

３．座長 

座長は委員の互選により決定する。 

 

４．事務局 

 事務局は、環境省環境再生・資源循環局不法投棄原状回復事業対策室とする。 

 

５．検討内容の公開等 

 検討会資料及び議事概要は、原則として公開とする。ただし、座長が非公開と
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することが望ましいと判断し、予め委員の了承を得た場合は、この限りでない。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として、必要に応じ、オンラインでの開催

とする。 

 

４．検討スケジュール（予定） 

 令和２年秋頃の報告書取りまとめを目指し、概ね１ヶ月に１回、検討会を開催

する。 



（別紙） 
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森谷 賢    (公社)全国産業資源循環連合会 専務理事 

安井 晃    三重県 環境生活部廃棄物対策局長 
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